






 

⑨ 第 7 回展示会議（7 月 25 日） 
出席：博物館建設推進室/文化財課/トータルメディア/石本建築事務所（石本） 
内容：尾上から常設展示案について、前回の受託者展示案を基本とした展示資
料の意義づけを確認。展示構成の留意点、展示構成の一部組み替え、補填に言
及。TM が第 6 回までを踏まえた構成案を提示（図 14）。石本から機械排煙の
ための空間確保の困難さやイニシャルコストの観点により、企画展示室を 2 室
に分けることが提案され、これを踏まえた展示室平面構成案が提示（図 15）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  14 第 7 回会議提示展示構成案（原始古代エリア）  

図  15 第 7 回会議提示建築側展示室平面構成案  



 

⑩ 第 8 回展示会議（8 月 9 日） 
 出席：博物館建設推進室/文化財課/トータルメディア  
内容：これまでの協議内容を整理した展示室構成図を検討（図 16）。尾上の構
成案と意向を受け、マテリアルウォールを利用した展示手法の検討。「土器を
群として展示することで、一般的な来館者と専門的な知識を持つ人と、2 面性
に対応できる」（尾上）。石本から別途、展示室平面構成の提案（図 17）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図  16 展示室構成図 

図  17 第 8 回会議提示建築側展示室平面構成案  



 

⑪ 第 9 回展示会議（8 月 25 日） 
出席：博物館建設推進室/文化財課/トータルメディア  
内容：TM から前回会議を基に調整した展示室平面図（図 18）とイメージ図（図
19）を提示。質疑応答。「土壁の土器片群を露出展示とした場合、管理上の問
題はないか（手で触れることが無いよう、手前にケースを配置する）。古墳時
代は高さのあるケースを想定しているが、展示可能か。逆に弥生時代のケース
は不足しないか」（TM）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  18 第 9 回会議提示展示室平面図 

図  19 展示室イメージ図  



 

⑫ 第 10 回展示会議（9 月 7 日） 
出席：博物館建設推進室/文化財課/トータルメディア  
内容：TM から展示室のイメージ（図 20）と設計案（図 21）の提示。「マテリ
アルウォールの完形品レプリカは露出展示で問題ない。壁面では歩いて眺める
ことで土器の変遷がわかるような展示がよい」（尾上）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  21 展示室設計案 

図  20 アイレベルイメージ図 



 

⑬ 第 11 回展示会議（9 月 27 日） 
出席：博物館建設推進室/文化財課/トータルメディア  
内容：マテリアルウォールについて協議、検討。メンテナンス性の視点から、
パーツ化、システム化するほうがよい。土器片の取り付け方や展示替えも考慮
したほうが良い。群展示の方法も含め、再度検討する必要がある。 

⑭ 第 13 回展示会議（10 月 13 日） 
出席：博物館建設推進室/文化財課/トータルメディア  
内容：TM からアイディアをまとめた資料（図 22）が提出される。平台、ケー
ス、群展示のあり方を再構成。棚やガラスにより見通しのある壁を検討。壁面
での群展示から脱却。  

 

 
図  22 第 13 回展示アイディアシート  

 
⑮ 第 14 回展示会議（10 月 28 日） 

出席：博物館建設推進室/文化財課/トータルメディア  
内容：これまでの意見や協議結果を具体化させるために TM が考案した格子状
の展示ケースについて詳細を検討。群展示の実現と、解説の構成しやすい展示
手法を指向したもの。尾上の意向を受け、連続するケースで年代を追って展示
する具体的な方法も TM から提案された。 



 

⑯ 第 15 回展示会議（11 月 10 日） 
出席：博物館建設推進室/文化財課/トータルメディア  
内容：展示構成案をもとにしたアイディアについて協議、検討。 

⑰ 第 16 回展示会議（11 月 24 日） 
出席：博物館建設推進室/文化財課/トータルメディア/石本建築事務所  
内容：展示構成案について協議、検討。建築設計側からの意見「ジャングルジ
ム型の展示ケースは今の案では、上部に展示したものは見づらいのではないか。
現在のままでは上部は 3.5ｍ程度になる」（石本）。  

⑱ 第 17 回展示会議（12 月 6 日） 
出席：博物館建設推進室/文化財課/学芸文化課/トータルメディア  
内容：前回の意見を踏まえ、ジャングルジム形展示ケースの枠の色を木目調と
シルバーのものが設計案（図 23・24・25）とともに TM から提案される。「当
初、枠の色を白にするという話もあったが、白は膨張色で視覚的に不適。シル
バーは周り壁面の色がどんな色でもマッチする」「ジャングルジム形展示ケー
スを壁面から離すという事に関しては、物理的に壁面から離して設置するのも
いいが、展示ケース自体は壁面につけたままで格子の始まりを壁から離すこと
でデザイン性が高くなるように思える」「ジャングルジム形展示ケースは照明
に配慮する必要がある。照明の位置により展示資料の影ができるため、資料が
きれいに見えない。そのため、格子ごとに照明を取り付けられるように考えて
いる。影のでき方については CG により再現し、結果を伝えたい」（TM） 

図  23 第 17 回会議提示設計案（平面） 



 

 
 

 

図  24 第 17 回会議提示設計案（展開図 1） 

図  25 第 17 回会議提示設計案（展開図 2） 



 

⑲ 展示・照明会議（平成 30 年 6 月 27 日） 
出席：博物館建設推進室/文化財課/トータルメディア  
内容：ジャングルジムケースについて協議。サンプルを見ながら照明器具
について協議する予定だったが、延期。ケース構造について TM から課題
が出される。「資料が少ないと片面のみまばらに展示する形になる。開口
部の部品によって表裏があるような設計だが、全面ガラス張りを生かして
表裏のある構造にはしない方が良いのでは」（TM）。尾上から意見。「ど
ちらの面から見ても良いような表裏のないケースにしたい」（尾上） 

⑳ 展示・照明会議（平成 30 年 7 月 17 日） 
出席：博物館建設推進室/文化財課/トータルメディア/大光電気(株)/コク
ヨ(株)/コクヨマーケティング(株)/(株)イトーキ  
内容：ジャングルジムケースの構造と照明について協議。モックアップを
用いてケースと演示具の構造及び照明の種類や配置について検討。枠の寸
法について現設計の 450 ㎜四方と 500 ㎜四方を比較。ケースの列、段数は
6 列 7 段とする。照明についてスポットと電源ユニット内蔵型、小型、極
小型、グレアレス極小型を比較。ライトとダクトの配置を検討。  

 

図  26 平成 30 年 7 月 17 日ジャングルジムケースモックアップ及び照明検討状況 



 

㉑    展示・照明会議（平成 30 年 8 月 9 日） 
出席：博物館建設推進室/文化財課/トータルメディア/大光電気(株) 
内容：ジャングルジムケースの照明配線ダクトについて、設計変更。モッ
クアップの確認、演示具の検討。フレーム構造の見直し。ガラス製の棚板
はダボで取り外し可能とする。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図  27 平成 30 年 8 月 9 日ジャングルジムケースモックアップ及び照明検討風景 



 

㉒    展示会議（平成 30 年 12 月 13 日） 
出席：博物館建設推進室/文化財課/トータルメディア  
内容：ジャングルジムケースの演示具モックアップ確認、検討。  

 
 

㉓    展示・照明会議（平成 30 年 12 月 13 日） 
出席：博物館建設推進室/文化財課/トータルメディア/石本建築事務所/大
光電気(株) 
内容：ジャングルジムケースの演示具と照明確認、検討。ケースは「両面
表」ではなく「裏面も見える」という認識とする。この認識に立ち、アクリ
ル製演示具の造りを見直す。演示具と棚板を兼ねた構造とし、高さにより
角度を変えて固定できるような設計とする。  

 
 
 
 
 
 
 

図  28 演示具モックアップ 

図  29 平成 30 年 12 月 13 日検討ケース及び演示具モックアップ 



 

(４) 具体化  
(ア) 役割と機能  

およそ前項のような議論を重ねて、展示ケースは構想を具体化していった。前項ま
でに述べてきた通称ジャングルジムケースとウォールケース、独立ケースに求めた機
能や役割を改めて整理すると、以下のようになる。  

① ジャングルジムケース  
1. まとまりを持たせた群として展示することで、直感的に量と種類の豊富さ

が伝わるようにする。  
2. 建築上制限のある平面積で展示場所を確保し、有効に生かすため縦方向に

展開し、空間を立体的に使用する。  
3. 天井まで資料を密度高く配置することで、宝探しのような期待感、探究心、

好奇心を励起する。  
4. 上下の配置で層序を想起させる時間的な新古関係を表現する。  
5. 個別に焦点を当て、細部を観察させるのではなく、全体を視野に捉えさせ

て色、形、質の変化を感じさせる。  
6. 背板や底板を持たない格子で組み上げたセルに資料を配置することで、通

常のケース展示では観察できない資料の前後左右を観察可能とする。  
② ウォールケース  

1. 進みながら眺めることで自然と時代を追って資料の変化を伝える。  
2. 時代ごとのまとまりを見せる。  

③ 独立ケース  
1. 特に紹介したい資料を個別に取り上げる。  
2. 一帯を象徴する印象を与える。  

(イ) 工夫 
与える役割や担わせる機能をうまく発揮するよう、試作を重ねそれぞれ工夫した。  
① ジャングルジムケース  

1. セルの透明性を生かすため、資料を載せる演示台をアクリル板で作る。 
2. 可変性を重視して、アクリル板は取り外し可能とし、底板に直接載せる展

示方法も採れるようにする。  
3. 資料の配置を柔軟に設定、変更できるようアクリル板には穴を開け、ピン

やテグスで固定する方式とする。  
4. 上下で目線が変わり、見る位置が異なることから、アクリル板の傾斜角度

をセルの高さによって変える。  
5. セル内に任意で位置した資料に適切に照明を当てられるように、照明器具

の上下位置が変更可能で、かつ首を自在に振れるようにする。  



 

「2.」については、穴が資料の観察を邪魔しないこと、穴が下に落とす影の影響をな
るべく小さくすること、資料を想定する必要数配置できること、という点を念頭に置
き、試作品を複数作成し、実際にモックアップのジャングルジムケース内において照
明を当て、使用して数と径を検討し、決定した。また、予定している資料や今後展示す
る可能性のある資料を考慮して、その重量への耐久性を確保した上で視覚的に邪魔に
ならない厚さを決定した。「3.」については、ピンの形状や色、長さ、将来も継続的に
入手可能かに着目し、選定した。継続的に「4.」については、照明器具が資料を邪魔し
ないよう、大きさや形状に注意して選定した。なお、検討途中で小型の新製品が発売さ
れたため、一度選定したものを急遽変更した。  

② ウォールケース  
1. ケース内の空間を有効に使うため、立体的に縦方向にも配置できるよう、

背板のある演示台を設計し、そこに固定することで資料を展示可能とする
構造にした。  

2. 展示のしやすさ、対応の幅を広げるため、時代ごとの仕切りは設けない。  
「1.」はジャングルジムケースと同じ発想である。「2.」については、前面をすべて

取り外せるスライド式のガラスで設計し、自由度の高い展示作業を可能にした。  
③ 独立ケース  

1. ガラスで中板を造り、上下に積層した展示ができるよう構造を設計した。  
2. 展示がしやすいように開口部を大きく取る構造にした。  

「1.」はウォールケースと同様、ジャングルジムケースに具現化した発想である。  
 

4 省察 
以上、古代展示室に設計した 3 種類の展示ケースについて、背後にある企図や、実

現するための工夫などについて述べてきた。展示室内の空間確保に制約があることを
前提に、いかに解消するかを考え、限られた容積を有効活用し、むしろ利点となるよう
な仕組みを企画、考案した。  
観覧者の反応を見ると、こちらの企図が伝わらず不評を買う場合もあるが、的確に

理解され、好評価を受ける場合も多い。現在、理解を促すために補助的な説明板を置い
ているが、あるいは設計次第ではそのようなものを置かずとも十分に伝わるような構
造を発想し、開発、制作できたかもしれない。また、展示替えや維持管理など日常的な
使用に際し、構造上、考慮が足りなかったと省察する点が複数ある。以下にそれを記
し、本稿に目を通した方に寄与できることを期待して終わることとする。  

① ジャングルジムケース  
1. 本体と扉に隙間があり、温湿度の変化を抑える機能に難がある。  



 

2. 上記の隙間から空気が流入し、埃が堆積しやすい。  
3. 扉の開閉範囲と開閉場所の関係で、内部での作業が難しいセルがある。  
4. アクリル演示板の傾斜角度を変更あるいは複数選択できるような構造でな

く、一つの角度で固定していたため、展示の自由度が想定よりも低かった。  
5. セルを構成する枠と前後及び横のガラス壁との間隙が大きく、資料を含め

た物が落下する危険性がある。  
6. 壁面ガラスの内部清掃が困難。  
7. 設けた照明器具が一つのセルに一つであったことと、照明の広がりが比較

的狭いためセル全体あるいはセル内の複数の資料を広く照らすことが困難。 
② ウォールケース  

1. 前面のガラス壁を取り外す際、重量があり必ず複数人を作業に要するとと
もに、扱いの難易度が高い。  

2. 各時代の解説パネルをはめ込み、固定してしまったため、それぞれの展示
容量の変更ができない。  

3. 手前上方からの線状照明のみを設置し、下からのあおり照明を付けなかっ
たため、下部に影ができる資料がある。  

③ 独立ケース  
1. 中板に置いた資料が床板に落とす影が想像した以上に濃く、資料の配置が

難しい。  
2. ケース内に照明を設けなかったため、上記の影の解消が難しい。  

 
 
【註】 
註 1 Museum für Naturkunde - Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung an der 

Humboldt-Universität zu Berlin 

https://www.museumfuernaturkunde.berlin/en 
註 2 Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum 

https://www.senckenberg.de/de/ 
註 3 Naturhistorisches Museum Wien 

https://www.nhm.at/ 

註 4 https://nbz.or.jp/ 

註 5 https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kyodo/  

註 6 https://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/information/museum/  

註 7 https://www.shizuoka-toromuseum.jp 





どの止水域は土地所有者が存在し、私有地であることも多い。 
動物は、土地に生息しているとしても、そこに固着しているわけではないと考えられる

ことから、ほとんどの場合で法令上は動産として取り扱われ、土地所有者の所有物とはみ
なされない。動産である動物は、家畜やペットでは所有者が存在するが、自然界に自生・
野生している場合には所有者が存在しない無主物となる。無主物には「所有者のない動産
は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」（民法第 239
条第 1 項）という無主物先占が規定されている。動物を捕獲・漁獲したときに、この無主
物先占の考え方によって、猟師・漁師の人に獲得した獲物の所有権が発生する。自然史標
本に当てはめると、採集を行うことによって初めて、採集した人物に所有権が発生する。 
（2）自然物の採集行為にかかる規制 
所有者が存在する自然物の採集 
所有者の存在する自然物を採集しようとする場合には、当然ながら所有者の了解が必要

となり、了解なしに採集した場合には所有権侵害となる。地学標本や植物標本の採集の際
には、地権者がその所有者となるため、予めその了解・許可を得る必要がある。植物標本
採集において地上部と地下部の双方を採集することはよくあると思うが、所有権の異なる
土地境界上においては注意が必要で、地上部はどこまで伸びてもその根元がある土地の所
有権に帰属するのに対して、地下部に関しては土地境界でその所有権も分かれる。  
土地の所有者を調べることはなかなか容易ではないが、公有地については調べる手段が

ある。国有林はインターネットでその範囲を調べることが可能（国有林の森林計画図 ‒ 
林野庁 HP）であり、県有林・市町村有林も一部自治体では位置図を公開している。特定
の種の地質標本や植物標本の採集が目的の場合には、分布する地域内で公有地を探し、所
管する部署に相談するのがスムーズと考えられる。民有地の場合は所有者が明記されてい
ることは稀であり、山林や原野で所有者を調べることは困難である。ただし、地区の区長
などが自治体から任命されている場合には、区長が地域の事情に明るい。まずは当該自治
体の山林を管理する部署などに問い合わせるのが無難である。 
無主物の採集 
次に、所有者が存在しない無主物の採集について考える。基本理念としては無主物先占

が適用となるのだが、無主物だからといってどこでもなんでも占有行為を行ってよいわけ
ではない。 
動植物種を問わない採集規制 
自然公園法では自然風景地の保護を目的として、国立公園・国定公園での開発行為や草

木の採取、動植物の採集を制限している。最も制限の強い特別保護地区では、動植物の採
集・損傷、落葉・落枝の採取、鉱物・土石の採掘・採集が規制されている為、何らかの自
然物の採集を行おうとする際には必ず許可が必要となる。特別保護地区以外の特別地域で
は、木竹の伐採、鉱物・土石の採掘・採集が規制されており、さらに指定区域内では木竹



の損傷も規制されている。国立公園は環境省の所管となり、国定公園は都道府県の所管と
なる為、規制行為対象となる採集活動を計画する際に前者では環境大臣の、後者では都道
府県知事の許可が必要となる。それぞれ環境省、都道府県の自然保護を所管する課に問い
合わせの上、所定の許可申請を行うことになる。 
様々な行為規制が存在する一方で、自然公園法では「通常の管理行為、軽易な行為その

他の行為であって、環境省令で定めるもの」については許可申請を必要としないとしてお
り（法第 20 条 9 項 5 号、第 21 条 8 項 5 号）、その具体的内容を示した自然公園法施行
規則では特別地域内での「土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、
又は土石を採取すること。」は許可不要であるとされている（法第 12 条 19 項）。 
文化財保護法では名勝地や動植物の種または個体群・個体、地質鉱物を天然記念物・特

別天然記念物（本稿ではまとめて天然記念物と呼ぶ、以下同様）に指定している。天然記
念物に指定されている地域では動植物・鉱物・土石の採集は現状変更とみなされるため、
文化庁長官の許可が必要となる。 
都道府県・市区町村でも文化財として天然記念物を指定しており、これらの指定を受け

た地域でも採集行為には首長の許可が必要である。 
自治体によっては独自の自然保護に関する条例を定めていることが少なくない。条例で

保護地域を定めている場合には当該地域での採集行為には首長の許可が必要となる。  
注意しなければならないのは自然公園法・文化財保護法・自治体の文化財保護条例・自

然保護条例について、それぞれ別々に許可申請が必要となる点である。さらに、当該地域
が国有林であれば森林管理局への入林届が必要である。親切な担当者であれば、関係する
別の法令・条例や部局を案内してくれることもあるが、関係部局間で相互に情報共有して
いる訳ではないので、申請者側が調べた上で、必要な関係機関に遺漏なく申請を提出しな
ければならない。 
特定の動植物種に対する採集規制 
① 地域を問わない採集規制 

環境省の「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（以下、
「種の保存法」と呼ぶ）では、国内に生息する動植物のうち、特に絶滅の恐れが高
い種を指定して、採集や捕獲等を規制している。この法律の中で、「国内希少野生
動植物種」と「特定第一種国内希少野生動植物種」「緊急指定種」は捕獲・採取等
が規制されている。学術研究等を目的とした採集の際には環境大臣の許可が必要と
なる。 
文化財保護法における天然記念物・特別天然記念物に指定されている動植物・岩

石・地質については、採集行為は「現状変更」と見なされるため、文化庁長官の許
可が必要となる。 
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保護法もしくは狩猟



法）では鳥類と哺乳類の保護ならびに狩猟対象種・猟期を規定しており、基本的に
は野生の鳥類・哺乳類は許可なく捕獲することができない。学術目的等での捕獲に
は環境大臣もしくは都道府県知事の許可が必要である。同法で狩猟鳥獣と定められ
ている種については、狩猟者登録を行った上で適正な狩猟方法・猟区・猟期を守れ
ば狩猟が認められているほか、法定猟具以外による自由猟法であれば登録が無くと
も猟期中の狩猟が認められている。ただし、いずれの狩猟行為も鳥獣保護区や休猟
区では禁止となるため、区域の確認が必要である。上記の狩猟鳥獣以外にも都道府
県や市町村単位で有害鳥獣を指定しており、所管する自治体にて従事者登録を行え
ば狩猟することが可能となる。 
水産資源保護法では、水産資源の保護培養のために採取規制を講ずることができ

（法第 4条）、農林水産省令（平成 5年農林水産省令第 15号）においてヒメウミガ
メ（卵含む）・オサガメ（卵含む）・シロナガスクジラ・ホッキョククジラ・スナ
メリ・ジュゴンの 6 種を採捕禁止に指定している。なお、これらの種は死亡個体の
漂着であっても所持（採集）は認められていない。学術目的の場合に限り、死亡個
体の発見から 3 日以内に報告と許可申請を行って許可を得ることで、初めて所持が
認められる。譲渡時にはこの許可証を添えて移転することが義務付けられている。
内水面では、サケの採捕を禁止している（法第 28 条）。 

② 地域を限定した採集規制 
自然公園法では国立公園・国定公園ごとに省令で定める動植物種の採集や損傷を

禁止している。同法に定める海域公園地区でも、指定区域内での指定種の採集や損
傷を禁止している。学術研究等を目的とする採集に際しては、国立公園では環境大
臣の、国定公園では都道府県知事の許可が必要となる。 
沿岸地域での採集には漁業権の確認も必要となる。漁業法による共同漁業権が設

定されている地域では、権利者以外の者による対象生物の採捕・漁獲は漁業権侵害
となる。対象となるのは「藻類・貝類・いせえび・うに・なまこ・たこ」などの定
着性の強い生物であり、地域によって共同漁業権が設定されている種は異なるので、
採集を計画する前に調べておく必要がある。 
水産資源保護法では水産資源の保護培養を目的として保護水面を設定することが

でき、農林水産大臣または都道府県知事がこれを指定できる。保護水面では保護対
象とする動植物種も併せて指定され、これらの採捕等が禁止となる。 
都道府県では独自の自然環境保全条例を定めており、それぞれに種を指定して採

集等の行為を規制している。47 都道府県の条例一覧は環境省が取りまとめた資料が
あ る の で 、 参 照 さ れ た い （ 環 境 省 _ 自 然 環 境 保 全 地 域 各 種 デ ー タ
https://www.env.go.jp/nature/hozen/data.html）。市町村でも独自の条例を制定し
ている場合もあるため、採集計画の際に調べておく必要がある。  



 
 

3 自然史標本の移転にかかる規制 
自然史標本では、一部の場合において、その譲渡や売買に規制がかけられている。  
「種の保存法」では、国内希少野生動植物種・特定第二種国内希少野生動植物種・緊急

指定種について、生きている個体やその死骸、標本等の移転に規制がある。国内希少野生
動植物種と緊急指定種は売買・譲渡し・頒布などの所有権・占有権の移転が規制されてお
り、その相手先が仮に公的機関であっても、環境大臣の許可が必要となる。特定第二種国
内希少野生動植物種については、生きている個体や標本等の譲渡しは認められているが、
販売や頒布、およびそれらを目的とした採集等は規制されている。CITES（Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora（絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の国際取引に関する条約、ワシントン条約とも呼ぶ））に指定されてい
る附属書Ⅰ類や附属書Ⅱ類の種についても、標本の移転や売買に国際的な規制があり、
「種の保存法」はその国内法でもある。国内での標本の移動・売買については附属書Ⅰ類
の種に規制がかかっている。上記それぞれに該当する種の標本資料を譲渡する場合には、
譲渡の前に譲渡元と譲渡先の双方が環境大臣から許可を得ることとなる。ただし、登録博
物館や大学博物館等では許可申請手続きの一部が省略可能であり、比較的スムーズに寄贈
することができる。なお、これら「種の保存法」の指定種であっても、環境大臣からの許
可を得れば、無償寄贈だけでなく有償での寄贈（つまりは博物館などによる購入）も可能
となるケースがある。どのような場合に許可が降りるか一概には言えないため、まずは相
談があった段階で環境省の担当部署（自然環境局  野生生物課）に連絡し、判断を仰ぐ形
になる。 
指定区分 指定基準等  捕獲等 譲渡し等 陳列・広告 

（販売・頒布目的） 

輸出 輸入 指定種の例 

販売・頒布目的 それ以外 販売・頒布目的 それ以外 

国内希少野

生動植物種 

絶滅のおそれの高い種のうち、  

その存続に支障をきたす  

事情がある種  

× × × × × × 〇  

特定第一種

国内希少野

生動植物種 

商業的な繁殖技術が  

確立されている種  

× × 〇 〇 〇 〇 〇  

特定第二種

国内希少野

生動植物種 

流通等を目的とした捕獲等を  

規制することにより、  

種の保存が期待される種  

× 〇 × 〇 × × 〇  

環境省 HP より抜粋・著者編集 



 

4 対馬における自然史標本を取りまく条例・規制 
ここまで各種の法令等について見てきたが、当館が所在する対馬において該当する条例

や法令について紹介したい。 
対馬で見られる動植物のうち、環境省の「種の保存法」で指定されているのは、哺乳類

が 1 種、鳥類が 8 種（渡り鳥含む）、両生類 1 種、昆虫 5 種、維管束植物 7 種となってい
る（令和 7 年 1 月現在）。このうち、ゲンゴロウ・タガメは特定第二種に、ツシマヒョウ
タンボク・ハナナズナ・ウスギワニグチソウ・ムラサキカラマツは特定第一種に指定され
ている。 
国の文化財保護法の対象である天然記念物が対馬にも存在する。「御岳鳥類繁殖地」

「洲藻白嶽原始林」「龍良山原始林」「鰐浦ヒトツバタゴ自生地」が指定されており、区
域内での動植物の採集・土石鉱物の採取は文化庁の許可が必要となる。このうち前者 3 つ
は自然公園法における壱岐対馬国定公園の特別保護地区にもなっているため、長崎県知事
の許可なしに採集活動はできない。許可申請等については長崎県自然環境課が所管してお
り、壱岐対馬国定公園の区域図は長崎県の HP にて公開されている。他に種として指定さ
れている天然記念物にツシマヤマネコ・ツシマテンがある。これらも文化庁の許可なしに
捕獲や殺傷はできない。 
長崎県の指定文化財としても、「阿須川のアキマドボタル生息地」「豊玉の和多都美神

社社叢」「対馬海神神社の社叢」「千尋藻の漣痕」が地域での指定となっており、その他
に古木の指定が複数件ある。これらは長崎県の学芸文化課などが所管している。  
長崎県の自然保護条例として「長崎県未来につながる環境を守り育てる条例」がある。

この条例に基づいて令和 7年 1月現在で植物 27種、両生類 1種、魚類 7種、甲殻類 1種、
貝類 14種、昆虫類 11 種が指定されており、捕獲・採取・殺傷・損傷が禁止されている。
種によって県全域が規制対象のものと、市・町単位で規制されている種があるので、詳細
は長崎県の HP を確認されたい。こちらも所管は長崎県自然環境課である。 
対馬市の条例においては希少種保護条例といったものは制定されていないが、市指定の

天然記念物として「鰐浦ヒトツバタゴ」「ツシマウラボシシジミ繁殖地」「アキマドボタ
ル」が指定されている。鰐浦ヒトツバタゴは生息地での指定であり、他地域に生えるヒト
ツバタゴは対象外である。ツシマウラボシシジミは環境省の「種の保存法」の国内希少野
生動植物種にも指定されているため、いずれにせよ採集等は許可なしにできない。他にい
くつかの古木なども市の天然記念物に指定されているが、ここでは割愛する。  

 
5 まとめ 
本稿では自然史標本を採集・移転する際に関係する各種法令・条例について取りまとめてみ



た。自然史標本は人文系の資料と違い、研究者や愛好家が自ら採集して構築できる標本資料群

である。誰にでも収集をはじめやすい一方で、きちんとルールを知っておかないと違反となっ

てしまう。在野の方々の標本収集に大きく依存している学問領域であるからこそ、適正な情報

発信・普及啓発に努め、その理解と把握に協力するのも博物館の使命だろう。なお、自然史標

本資料の採集・譲渡等にまつわる法令については、可能な限り多くをご紹介したつもりだが、

漏れもあるかもしれない。また、冒頭でも述べたようにこれら法令・条例は改廃が起こる。特

に指定種リストなどでは、種の追加が毎年のように行われている。実際に採集を計画したり、

所有している標本を誰かに移転したりする際は、必ず自身でも関係法規の確認を行い、必要に

応じて行政機関や近隣の博物館等に相談してほしい。本稿に記載されていない関係法規があれ

ば、ぜひ対馬博物館までお知らせ願いたい。 
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